
 

 

 

 

 

豊かな自然に囲まれた遠別町では、農業経営者を目指す方を募集しています。遠別町は北海道北部、日本海に面する小さな町

ですが、美しい自然と広大な農地のある町です。町では、基幹産業である農業の担い手として、新たな活力を求めています。 

ステップ１ 

農業は、農地と資材だけでははじめることができ

ません。社会経験のない人がいきなり独立するの

は難しいのと同じ。新規就農にあたっても、農業に

関しての正しい知識とある程度の経験を身に付ける

必要があります。遠別町では、就農のための修行

期間を制度化し、あなたをサポートします。 

 

制 度 １ 

  営農研修支援金の助成 

 

・単身就農者 

月額１０万円を助成 

（但し２年間） 

・配偶者有 

月額１５万円を助成 

（但し２年間） 

 

 

制 度 ２ 

先進地視察研修費の助成 

 

 

 

・年額１０万円 

（年１回 但し２年間） 

 

 

 

ステップ２ 

研修期間が終わると、今度はいよいよ独立です。

はじめはおそらく小さな農地からのスタートになるで

しょう。小さな農地といっても、独立資金は決して小

さくありません。遠別町では、資金面でもあなたの

就農をサポート。スムーズな独立のお手伝いをしま

す。 

 

制 度 ３ 

 

営農準備支援金の助成 

 

・３００万円 

（営農開始又は就農２年目に貸与） 

 

ステップ３ 

独立したからといって、すぐに農業経営が軌道に

乗るわけではありません。自然と向き合う農業は、

その自然の厳しさを味わうことも多いものです。しか

し、自ら丹精込めて作った野菜などを収穫、そのお

いしさを消費者に届ける喜びは格別なものがありま

す。安定した生産、農業経営が軌道に乗るまでは遠

別町が支援をすることにしました。 

 

制 度 ４ 

賃借料の助成 

 

・土地を借り入れる賃借料

を年額３０万円まで助成 

（但し５年間） 

 

 

制 度 ５ 

償還免除 

 

・就農後１０年間営農する事に 

より上記支援金等を償還免除 

 

 

ステップ４ 

 

農業経営は軌道に乗ってくると、農地を拡大したり、作付け品目を増やしたり、農業経営を発展させることができる

ようになってくるでしょう。場合によっては近隣の農業者と共同で農業生産法人を設立することもできます。もちろん、

その過程も遠別町がサポートします。 

 

その他制度 

 

・ 就農予定地、拡大農地のあっせん 

・ 小規模リース事業制度、北海道農業担い手育成センター就農支援金貸付制度等、各種助成制度の手続き支援 

 

その他、新規就農に関することは、遠別町が全面的に支援します。 

 

・問合せ先 

 

遠別町役場 経済課 農林係 

〒098-3543 

北海道天塩郡遠別町字本町３丁目３７番地  ℡（01632－7－2111） 

E-mail nourin＠town.embetsu.hokkaido.jp 

 

 



                                                                  
 

緑豊かな大自然に囲まれたここ遠別町では、北海道の大自然の中で酪農実習を体験してみたい方を募集しています。 

ここ遠別町は、日本海オロロンラインに面する小さな町ですが、農業を基幹産業とする自然豊かな町です。 

水平線の彼方には、夕日に赤く染められた利尻富士が見え、緑深い山並に囲まれた大地の中、「農業をしてみたい」「牧場で汗を流し

てみたい」方、大歓迎です。 

経験は問いません。生き物の大好きな方、農業に興味のある方であれば OK です。 

遠別は、水稲、畑作、酪農の町です。 

 

 

 
幼いころ実家の農業のお手伝いをしたことがありましたが、大人になった今、もう一度大自然を相手に、感動や充実した汗を流したくて、

日本最北に近いここ、遠別町で、実習していま ～ す。 

子牛の世話や搾乳の手伝いと、最初は大変でしたが、牛一頭一頭の個性がわかってくると、とてもかわいいですよ！ 

搾りたての牛乳の味は、スーパーで販売している味とまったく違いますよ。 

とってもおいしいです。 

  
岐阜県出身  林 真由美さん  

 

 
 

・農業実習生 
酪農業全般（補助的実習からはじめます。） 

作業は慣れていないと初めは、きついかもしれませんが、自分の体力に合わせ無理せず実習ができます。 

・対象 

２１歳から３５歳位までの健康な男女。学歴不問です。 

未経験者でも結構です。生物を育てることの好きな方大歓迎です。実習期間については３ヶ月以上の実習ができる方。 

もちろん長期間（１年以上可）実習したい方も大歓迎です。  

・実習内容 子牛の世話、搾乳、飼料等、その他畑で自家用野菜を作ることも可能です。 

・実習時間 午前７時３０分から午後６時３０分までの８時間（週休１日）（実習農家により時間帯の多少の異なりがあります。） 

・報酬 日額  ５，２００円 

 

利尻富士と満開のエゾカンゾウ 

・待遇 

実習先遠別町まで来られる交通費（往路分）を全額支給します。 

但し、上限額４０，０００円以内を限度として打ち切ります。 

尚、３ヶ月以上実習された方には、実習先より帰省分が支給されます。 

作業衣、寝具等、損害保険等については、受入先の農家で負担いたします。 

・その他 

稚内空港経由で来られる場合には、空港までお迎えにまいります。 

農業実習の他にも、交流会等にも参加願いたいと思います。 

その他詳しくは、下記問合せ先までご連絡願います。 

男性の農業実習生も募集する予定ですので、将来農業経営者を目指す方も、どんどんお問い合わせ願います。 

ご期待に添えるよう努力します。 

・問合せ先 

遠別町役場 農業委員会事務局 

代表電話（01632－7－2111） 

E-mail nougyou＠town.embetsu.hokkaido.jp 

 


